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１．岸壁及び貨物船の主要規格

Ⅰ．岸壁の延長について

（「港湾の施設の技術上の基準・同解説」より※）

岸壁規格 貨物船規格

改訂年次 岸壁の長さ

(m)
対象船舶

(DWT)
全　長

(m)
型　幅

(m)
満載喫水

(m)

170 12,000 144 21.0 　 8.6

－12m岸壁
平成11.4

－10m岸壁

240 30,000 185 27.5 11.0

岸壁の水深

※港湾の施設の技術上の基準は、港湾法第三条の三・２項による。

２．整備後の船舶接岸図
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３．整備後の船舶接岸図（拡大図）
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１．環境共生型岸壁の経緯について

【基本コンセプト】
　　①「東京湾蘇生ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」のﾊﾟｲﾛｯﾄ的な事業と位置づけ、「環境に優しい岸壁」の整備をめざす。
　 ②生物の生息を支援できるような環境空間を創造し、実施前・後のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等によって事業効果
　　　 を評価する。
　 ③地域の多様な主体との連携を検討し、積極的な情報の共有化を図り広く一般に発信する。
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検討経緯：環境配慮構造については、学識経験者及び行政関係者による委員会方式で検討した。

２．環境配慮技術の検討項目について

適用可能と考えられる技術を経済性・維持管理・効果等から検討した。

酸素供給

エアレーション

水質浄化
の提供技術

窒素・リン除去

生物着生
生物生息場
の提供技術

海藻着生素材

付着生物生息場

超微細気泡

気液混合

波ｴﾈﾙｷﾞｰ利用

青潮侵入阻止

エコ岸壁

棚式環境配慮型構造

ブロック式

ろ過接触

生物処理

循環促進

Ⅱ．環境共生型岸壁について
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二重
垂下板

波

海藻

棚式環境配慮構造（人工藻場）

・複数の環境の提供が可能

波ｴﾈﾙｷﾞｰ利用（ﾋﾟｽﾄﾝﾓｰﾄﾞ環境対応型直立消波構造）

・上層の酸素循環を促進できる。

青潮侵入阻止（太陽電池利用酸素発生陽極） 超微細気泡（マイクロバブル発生装置）

陽極

・部分的な場所への酸素供給が可能 ・広範囲での酸素供給が可能
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